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作業環境測定インストラクター規程  

 

１．  作業環境測定インストラクター制度の趣旨等  

（１）公益社団法人日本作業環境測定協会（以下、「日測協」という。）は、日測協の

会員である作業環境測定士のうち、作業環境測定等にかかわる業務について、

自らの業務の遂行において卓越しているのみならず、指導及び助言ができる豊富

な知識や技術的経験を有する者について、その申請により「作業環境測定インス

トラクター（以下、「インストラクター」という。）」に認定する。 

（２）日測協は、インストラクター制度の趣旨に鑑み、多くの作業環境測定士がその知

識と技量の向上の重要性を認識してインストラクター資格をめざすよう鼓舞すると

ともに、インストラクターの能力の維持発展のために、情報及び研修機会の提供

等、必要な支援に努めるものとする。 

（３）インストラクターは作業環境測定等に関する新たな知識の習得、技術力の向

上に努めなければならない。 

（４）インストラクターは、法令に定める「化学物質管理専門家」、「作業環

境管理専門家」及び「化学物質管理者」の役割を果たすことができるため、

常に研鑽に努めなければならない。 

（５）インストラクターの認定は５年間有効とし、更新認定の基準を満たすと

き更新できるものとする。 

（６）インストラクターに認定された者は、「作業環境測定インストラクター」の称号を使

用することができる。 

 

２．  インストラクターの新規認定およびその要件  

（１）インストラクターの新規認定は、以下のイ）からホ）の要件のすべてを満たす者に

ついて日測協会長が行う。 

イ）  日測協の会員（法人・個人）である作業環境測定士。 

ロ）  作業環境測定士登録後の実務経験年数が５年以上である者。 

ハ）  申請時点から過去５年の間に、日常業務において所定の測定実績がある者。

所定の測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ 300 箇所以

上を測定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう。 

ニ）  認定申請時点を起点としてそれ以前の５年の間に、後記評点表による評点の

合計が 100 点以上となる自己研鑽の実績がある者。 

ホ）  第２種作業環境測定士登録講習 (個人サンプリング法に係るもの)を修了して

いるもの 

（２）認定審査は年２回実施するものとする。認定された者には作業環境測定インスト

ラクター認定証（以下、「認定証」という。）を交付し、認定証の有効期間は５年間

とする。 
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（３）新規にインストラクターの認定を受けようとする者は、別に定める様式による「作業

環境測定インストラクター申請書（以下、「申請書」という。）」、「日常業務の測定

実績」、「自己研鑽の実績」、「第２種作業環境測定士登録講習 (個人サンプリン

グ法に係るもの)の修了証」または、「個人サンプリング法の実施が可能であること

を示す登録証」を提出する。 

 

３．  インストラクターの更新認定およびその要件  

（１）インストラクターの更新認定は、以下のイ）からニ）の要件のすべてを満たす者に

ついて日測協会長が行う。 

イ) 日測協の会員（法人・個人）である作業環境測定士。 

ロ) 認定期間（過去５年間）内に所定の日常業務の測定実績がある者。所定の

測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ 50 箇所以上を測

定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう。ただし、

これと同等以上と日測協会長が認める場合はこの限りでない。 

ハ) 認定期間（過去５年間）内に後記評点表による評点の合計が 100 点以上と

なる自己研鑽の実績があること。 

ニ) 第２種作業環境測定士登録講習 (個人サンプリング法に係るもの)を修了して

いること。 

（２）認定審査は年２回実施するものとする。認定された者には認定証（更新）を交付

し、認定証の有効期間は５年間とする。 

（３）インストラクターの認定の更新を受けようとする者は、別に定める様式による「申請

書」、「日常業務の測定実績」、「自己研鑽の実績」、「第２種作業環境測定士

登録講習 (個人サンプリング法に係るもの)の修了証」または、「個人サンプリング

法の実施が可能であることを示す登録証」を提出する。更新の申請書類は、原則

として認定期間内に提出しなければならない。更新の申請をしなかった場合、そ

の認定は当該認定期間をもって失効する。 

なお、「第２種作業環境測定士登録講習 (個人サンプリング法に係るもの)の修了

証」または、「個人サンプリング法の実施が可能であることを示す登録証」につい

ては、改正規定の施行日（令和５年４月１日）以降に初めての更新を申請する際

に提出すれば、以降の更新の際は提出は不要である。 

 

４．  認定の失効  

（１）次のイ）ロ）ハ）に掲げる場合、インストラクターの認定は失効する。認定証の有効

期間内に認定が失効したときは、速やかに認定証を日測協に返還しなければな

らない。 

イ）  認定の際に虚偽の申請を行った場合。 

ロ）  インストラクターとしてふさわしくない行為をした場合。 

ハ）  日測協会員でなくなった場合。 
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（２）日測協会長は、前項ロ）の決定を行うに当たっては、当該インストラクターにあら

かじめ弁明の機会を与えるものとする。 

 

 

 

 

 

項目

番号 

内容 評点 評点取得の

上限 

について 

① 日測協本部が主催する新任作業環境測定士講習会に参

加すること a) 
8 点 8 点 

② 日測協本部が主催する中堅作業環境測定士講習会αコ

ースに参加すること a) 

8 点  

 

8 点 

③ 日測協本部が主催する中堅作業環境測定士講習会βコ

ースに参加すること a) 

8 点  

 

8 点 

④ 

★ 

日測協本部が主催する中堅作業環境測定士講習会γコ

ースに参加すること (γコースは「化学物質管理専門

家」、「作業環境管理専門家」の業務に係る内容の講習

会として実施する ) b) 

8 点 

 

8 点 

⑤ 

★ 

ブラッシュアップ講習会に参加すること c) 
 

8 点/1 日 j) 

4 点/半日 j) 

40 点(上限) 

⑥ 

★ 

日本作業環境測定協会学術大会、日本労働衛生工学会

へ参加すること d) 

8 点/1 日 j) 

4 点/半日 j) 

60 点(上限) 

7 日測協本部、日測協支部・分会の主催する講習会・研

修会 e）に参加すること 

(本表①～⑤に該当する必須の講習会を除く) 

8 点/1 日 j) 

4 点/半日 j) 

上限なし 

8 日本作業環境測定協会学術大会、日測協本部、日測協

支部・分会、日本労働衛生工学会、関連学会(日本産業

衛生学会等 )又は関連団体 (災防団体等 )の主催する作

業環境測定等 f)に関する講習会・研修会において講師

をつとめることｇ） 

10 点/1 日 

5 点/半日 

10 点 

(資格取得に

関 す る 講 師

の上限) 

9 日本作業環境測定協会学術大会、日測協本部、日測協

支部・分会、日本労働衛生工学会、関連学会(日本産業

衛生学会等 )又は関連団体 (災防団体等 )の主催する作

業環境測定等 f)に関する発表会等において口頭発表又

はポスター発表を行うことｈ） 

発表者 8点/1回 

共同研究者 

1 点/1 回 

上限なし 

評点表（自己研鑽の実績）  
丸付き数字①～⑥の項目番号は新規認定申請の際必須の項目とする。 

星 (★ )付きの④、⑤、⑥は更新認定の際に必須の項目とする。  
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10 日本作業環境測定協会学術大会、日測協本部、日測協

支部・分会、日本労働衛生工学会、関連学会(日本産業

衛生学会等 )又は関連団体 (災防団体等 )の主催する作

業環境測定等 f)に関する発表会等において依頼講演を

行うこと 

8 点/1 回 

ただし、パネリ

ストは 5点/1回 

上限なし 

11 関連学会 (日本産業衛生学会等 )又は関連団体 (災防団

体や行政機関等)の主催する作業環境測定等 f)に関する

講習会・研修会 e）に参加すること 

6 点/1 日 j) 

3 点/半日 j) 

上限なし 

12 学術誌等に作業環境測定等に関する論文（事例研究を

含む）が掲載 i)されること 

(査読されたものに限る、分野は 9 と同じとする) 

筆頭著者 20 点

/1 本 

レビュー  
(筆者 )8 点、  
短評 4 点 

上限なし 

13 自社で作業環境測定士へ教育指導 (分析を含む )を行い、

その内容の詳細を示すことができること 

3 点 /１年  
 

3 点 

(1 年間 

の上限) 

14 事業場等に改善指導 (リスクアセスメントを含む )を行

なったことを様式 5 にて示すことができること (本表

15 又は 16 に該当する場合を除く ) 

5 点 /1 回 k) 上限なし 

15 化学物質管理専門家としての業務実績を様式 5 にて示

すことができること 

7 点 /１事業所 上限なし 

16 作業環境管理専門家としての業務実績様式 5 にて示す

ことができること 

5 点 /１単位作

業場所  
 

50 点(上限) 

 

a)新規認定の際にすでに受講していることを必須とし、その 1 回に限り、評点対象とする。 

b)新規認定または更新認定の際にすでに受講していることを必須とし、その１回に限り、

評点対象とする。 

c)５年に１回の参加を必須とする。 

d)５年に１回、１演題以上の参加を必須とする。指定された様式に基づき参加内容の簡

単なレポートを提出する。なお、メーカープレゼンテーションは評点対象外とする。 

e）資格取得に関する講習会・研修会を除く。 

f) 化学物質管理、作業管理、作業環境管理に関することを含む。 

ｇ ) 資格取得に関連する講習会・研修会の講師をつとめる場合の評点は、申請時点から

過去５年間で 10 点を上限とする。また、同一の講習会の講師をつとめる場合の評点は

申請ごとに 1 回に限り評点対象とする。 

ｈ ) 学会等に参加するとともに、あわせて講演・発表等を行ったときは、双方の評点を加

算できるものとする。 
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i) 学術誌等への論文等の掲載は、研究論文、事例報告を対象とする。 

j) １日とは同一の日に３時間を超えるカリキュラムで実施される講習会等をさし、半日とは

同一の日に３時間以下のカリキュラムで実施される講習会等をさす。ただし、実施時間

には休憩時間は含まない。 

k)同じ事案については、複数日の対応であっても 1 回として扱う。 

 

附則  

本規程は平成 22 年 7 月 1 日から適用する。 

附則  

１．本規程は平成 22 年 10 月 1 日から適用する。 

２．本規程の適用の際、平成 22 年 6 月 30 日の時点でインストラクターであった者（以下

「現インストラクター」という。）の認定の更新等については、以下のとおり取り扱うものと

する。 

（１）平成 25 年 6 月 30 日までの間は、引き続きインストラクターとして認定する。 

（２）現インストラクターの平成 25 年 7 月１日以降の認定については、下記のイ）～ハ）

の基準を満たす場合に、申請に基づいて平成 30 年 6 月 30 日まで更新する。 

イ）  日測協の会員（法人・個人）である作業環境測定士。 

ロ）  認定期間（平成 22 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで）内に日常業

務において所定の測定実績がある者。所定の測定実績とは、作業環境測定

士として単位作業場所延べ 30 箇所以上を測定した実績があり、その測定内

容の詳細を示すことができることをいう。ただし、これと同等以上と日測協会

長が認める場合はこの限りでない。 

ハ）  認定期間（平成 22 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで）内に前記評

点表による評点の合計が 60 点以上となる自己研鑽の実績がある者。 

インストラクターの認定の更新を受けようとする者は、別に定める様式による「申

請書」、「日常業務の測定実績」および「自己研鑽の実績」を提出する。更新の

申請書類は、原則として認定期間内に提出しなければならない。更新の申請を

しなかった場合、その認定は当該認定期間をもって失効する。現インストラクター

の更新認定は、上記（２）のイ）からハ）の要件すべてを満たす者について日測

協会長が行う。 

（３）現インストラクターの平成 30 年 7 月 1 日以降の任期については、本改正規程の

[３．インストラクターの更新認定およびその要件 ]により更新する。 

附則  

本規程は平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 

本規程は令和５年 4 月 1 日から適用する。 

本規程は令和６年 4 月 1 日から適用する。 

本規程は令和８年 4 月 1 日から適用する。 


